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　新型コロナウイルス感染拡大の影響で落ち込
んでいる市内の観光農業を支援するため、小学
校の給食で寒河江産の「雪中いちご」が提供さ
れました。
　冬に加温ハウスで育てられる「雪中いちご｣。

子どもたちは雪が降る季節にイチゴが育つこと
に驚きながら、朝採りのみずみずしいイチゴを、
口いっぱいに頬張っていました。子どもたちは

「地元で育てられたと聞くと、より一層おいしく
感じる」と笑顔で話してくれました。

地元食材のおいしさにみんな笑顔

「ゆめはーとくらぶ」で楽しく活動
　季節の工作や伝承遊び、運動遊びなどの活動
を通して、他の学校や年齢の違う子どもたちと
交流します。申し込み不要で、月２回程度開催

しています。開催日等の詳細は、市社会福祉協
議会ホームページをご覧ください。
●対象／３歳～小学生（未就学児は保護者同伴）
●問合せ／ゆめはーと寒河江☎83-3225へ。

ゆめはーと寒河江だより



子どもたちから寄せられた内容 市長の回答

　ごみのポイ捨てを減らしてほしい。ごみ
のポイ捨てが多い所には、監視カメラやご
み箱を設置してほしい。

　ごみのポイ捨てをなくすために、ごみ捨て禁止の看板や監視カメラ
を設置したり、ごみの持ち帰りをお願いしたりしています。また、市
内全域で年２回、クリーン作戦を実施し、地区・町会などでも定期的
に清掃活動を行っていただいています。まだまだポイ捨てはなくなり
ませんので、皆さんも積極的に参加して、ごみ箱が無くてもごみの落
ちていないきれいな寒河江市になるようにご協力をお願いします。

　市内をきれいにするクリーン作戦（一斉
清掃）を月に1回行いたい。

　リサイクル率の向上、省資源・省エネル
ギーの促進のため、リサイクルステーショ
ンを設置してほしい。

　資源ごみについては、集団資源回収やスーパーなどの店頭回収への
ご協力をお願いします。リサイクルできる製品の回収方法についても
今後検討していきます。

　公園の近くや歩道など、暗くて危険な場
所に街灯（防犯街路灯）を増やしてほしい。

　防犯街路灯は、より明るくするために蛍光灯から発光ダイオード（Ｌ
ＥＤ）への切り替えを実施しています。夜暗く危険な通りがある場合
は、地域の方と相談しながら新しい防犯街路灯の設置をしていきます
ので、具体的な場所を教えてください。

　食品ロス防止に向けた取り組みをしてほ
しい。

　食べられる食品を廃棄する食品ロスは、限りある資源を無駄にして
しまいます。食品ロスをなくすためには、食べる分だけ作り食材を上
手に使いきること、適切に保存することなど、各家庭の行動が重要で
す。皆さんもご協力をお願いします。

　防災グッズを各家庭に一つずつ配布して
ほしい。

　公共施設等に防災倉庫を設置し、非常時のために防災グッズを備え
ています。新たに配布予定の防災マップに備蓄品なども記載していま
すので、ご家庭でも話し合い、準備をお願いします。

　自然と触れ合える公園がほしい。 　市内には、いこいの森や最上川ふるさと総合公園など、体を動かし
楽しめる施設があります。また、グリバーさがえでは、昨年からスケ
ートボードの貸し出しを始めています。チェリーランドには屋外に新
たな遊具を設置し、屋内で児童が遊べる施設をつくっているところで
す。令和６年の春にオープン予定ですので、遊びに来てください。
　今後も、皆さんが安全に遊べるように、公園の施設を定期的に点検
し、修理や更新を行っていきます。

　さまざまな年代の人が楽しめる、自由に
過ごせるスペースがほしい。

　遊びながら体を動かせる公園がほしい。

　空き家を保育施設にしてほしい。 　空き家には、それぞれ所有する方がいるため、空き家を活用する場
合は所有者と連絡を取って進めていくことになります。
　空き家を活用した保育施設の整備は、建築基準などの条件を整理し
ながら検討していきます。空き家や空き店舗を活用して新しいお店を
つくる場合には、改装費用や家賃補助を行い、出店しやすくなるよう
に応援していきます。　空き家をリフォームして店舗にしてほしい。

子どもたちから寄せられた内容 市長の回答

　農産物の直売所など、地産地消の施設を
増やしてほしい。

　地元で採れた新鮮な農作物を販売する産直施設は、地元の皆さんに
よる地産地消だけでなく、観光で訪れる方が寒河江のおいしい農産物
を買い求める大切な施設です。今後とも、農家の方がおいしい農産物
を作る支援を行って、もっと多くの方が寒河江の農産物を求めに訪れ、
産直施設が増えるように取り組んでいきます。

　10代や20代向けのショッピングモールな
ど、大型商業施設を誘致してほしい。

　新しいお店がたくさんできると、買い物などがとても楽になりそう
ですが、お客さんが少なく売り上げが伸びないと、お店を続けていく
ことができません。お客さんがたくさん来てくれるすてきなお店を増
やすため、若者などがお店をつくるのを支援したり、商品の開発や県
内外へのＰＲを支援したりして、今後もお店の人たちを応援していき
ます。

　コーヒー店やアパレルショップなど、若
者に人気の商業施設を造ってほしい。

　地元の雇用確保のため、若い人の起業サ
ポートを充実してほしい。

　市内で新しく出店を考えている方を対象に、創業セミナーを開催し
ています。また、商店街などの空き店舗を活用したい方への支援にも
取り組んでいます。今後も創業支援を通じて寒河江の商業が元気にな
るよう、支援を続けていきます。

　醍醐地区の魅力を伝えるためのスタンプ
ラリーを作ってほしい。

　醍醐地区や慈恩寺を含む寒河江のすばらしさを多くの人に知っても
らうため、市内周遊観光ガイドアプリを製作しており、そのアプリケ
ーションソフトを活用した事業の展開を進めていきます。

　障がいの有無に関係なく、住みやすい環
境を整えてほしい。

　障がいの有無に関わらず、互いの個性を尊重しながら、地域の中で
生き生きと暮らすことのできる環境の整備や、共に支え合って生きて
いく共生社会の実現を目指して取り組んでいます。バリアフリートイ
レや点字歩道などの設備を、今後とも充実させていきます。

　生活困窮者に対する食の支援を拡充して
ほしい。

　令和２年度は、新型コロナウイルスの影響により休業や失業した生
活困窮者に対して県産米60キログラムを支給し、県と市が連携して支
援しました。令和３年度は、会社や家庭で余っている食料品などを寄
付いただき、必要な方や団体等に無償で届けられる「フードドライブ」
という事業を市社会福祉協議会が実施しています。

　公共施設の清掃など、少人数でも行える
ボランティアの機会を増やしてほしい。

　活動の日時や内容など計画を立てていただき、市役所にご相談くだ
さい。なお、市社会福祉協議会にボランティアセンターがあり、ボラ
ンティアの募集や活動の支援、夏休みボランティア体験事業などを行
っています。

　男女平等意識の定着のため、学校で男女
混合名簿を導入してほしい。

　ジェンダー（社会的・文化的な性別）平等の実現に向け、性別によ
らない名簿の導入について、各学校に働きかけていきます。

　公共交通機関を増やしてほしい。 　市内を走る循環バスやデマンドタクシーを運行しています。より利
用しやすい公共交通機関となれるように検討していきます。

　いろいろな国の人と交流したり、外国の
言葉や文化を勉強したりしたい。

　これまで国際交流協会の「国際交流パーティー」や、東京外国語大
学の留学生等が市へ来訪する「山形スタディツアー」などを実施し、
市民と外国の方との交流を行ってきました。現在は、新型コロナウイ
ルス感染拡大防止のため、直接の交流は難しいですが、他の手法を検
討していきます。

　スマートフォンを使って図書館にある本
を調べたり、アプリケーションソフトで本
を借りたりできるようにしてほしい。

　図書館にある本は、市立図書館ホームページの「本や資料を探す」
から調べることができます。貸し出しに関するアプリケーションソフ
トについては、今後検討していきます。

　スポーツセンターをつくってほしい。
　スポーツ施設を新たにつくるときには、市全体で計画を立てて決定
します。皆さんの意見を参考にして、寒河江がより良いスポーツのま
ちになるように考えていきます。

＝未来を担う子どもたちが寒河江への思いをつづる＝

子どもたちからの市長への手紙・提言

未来を担う子どもたちが寒河江への思いをつづる
子どもたちからの市長への手紙

手紙・提言の内容と市長の回答

　市内の小学６年生と中学３年生の児童・生徒から、市政に対
して意見や提言を寄せていただきました。グループで話し合っ
てもらい小学校から60通の手紙、中学校から51件の提言が届き
ました。今回寄せられた主な手紙・提言の内容と、市長の回答
を紹介いたします。
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寒河江駅

寒河江市役所

寒河江川

最
上
川

市公共下水道
供用開始区域図

下
水
道
・
合
併
処
理
浄
化
槽
に
切
り
替
え
ま
し
ょ
う

市内の市指定下水道工事店（令和４年３月10日現在）
工事店名 電話番号

㈱ 安 藤 商 店 ☎ 86-5010

犬 飼 建 設 ㈱ ☎ 86-5500

㈱ 石 山 設 備 ☎ 86-4056

㈲ 宇 津 井 工 務 店 ☎ 86-6500

大 盛 設 備 ㈱ ☎ 85-2036

菅 野 設 備 ☎ 86-8836

㈱ サ ト ネ ン ☎ 87-1524

ダ イ ゴ 建 設 ㈱ ☎ 87-1539

サ ラ ヤ ㈱ ☎ 86-2002

㈱ 髙 田 地 研 ☎ 84-4355

㈱ 宝 工 務 店 ☎ 86-8611

芳 賀 水 道 ㈱ ☎ 87-2003

㈱ 村 建 ☎ 85-5677

㈱ ブ ル ー シ ス テ ム ☎ 84-2028

国 井 設 備 工 業 ☎ 87-1676

小 林 ダ ク ト 工 業 ㈱ ☎ 86-3148

青 山 建 設 ㈱ ☎ 86-4188

㈲ 三 協 土 木 ☎ 84-5006

後 藤 建 設 ㈱ ☎ 86-3248

伊 藤 建 設 ㈱ ☎ 86-2163

北 條 建 設 ㈱ ☎ 87-2207

工事店名 電話番号

森 田 建 設 ㈱ ☎ 86-9358

㈱ マ モ ル ☎ 86-5599

軽 部 建 設 ㈱ ☎ 87-1608

モ リ 住 工 ㈱ ☎ 78-2896

楳 津 建 設 ㈱ ☎ 87-1410

㈱山形環境エンジニアリング ☎ 86-4380

市 村 金 物 店 ☎ 84-3085

犬 飼 土 木 工 事 ㈱ ☎ 84-3470

㈲ 佐 藤 光 興 商 店 ☎ 84-3819

東 北 村 山 建 設 ㈱ ☎ 84-3885

㈱ 西 浦 工 業 ☎ 86-0360

ミ ヤ ウ チ 建 設 ㈱ ☎ 87-1073

佐 藤 土 木 ㈱ ☎ 62-4903

㈲ ス マ イ ル 設 備 ☎ 85-1523

㈱ 松 田 設 備 工 業 ☎ 85-1528

ク サ カ ベ 石 油 ㈱ ☎ 86-5585

佐 藤 建 設 工 業 ㈱ ☎ 86-5128

ア ラ キ 設 備 ☎ 78-2917

木 島 住 設 ☎ 090-2959-1503

㈱ Ｋ Ａ Ｎ Ｓ Ｈ Ｏ ☎ 78-1038

※市外の工事店については、市ホームページをご確認ください。

寒
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守
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私
た
ち
が
生
活
し
て
い
く
上
で
、
絶
対
に
欠
か
せ
な
い
大
切
な

水
。
豊
か
な
自
然
を
守
り
、
快
適
な
生
活
環
境
の
確
保
と
公
共
用

水
域
の
水
質
を
保
全
す
る
に
は
、
生
活
で
出
る
汚
れ
た
水
を
き
れ

い
な
水
に
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

　
地
域
の
自
然
と
環
境
を
守
り
、
環
境
衛
生
を
向
上
す
る
た
め
に

も
、
く
み
取
り
式
ト
イ
レ
や
単
独
処
理
浄
化
槽
を
使
用
し
て
い
る

方
は
、
早
め
に
下
水
道
、
ま
た
は
合
併
処
理
浄
化
槽
に
切
り
替
え

ま
し
ょ
う
。

公共下水道事業計画区域
■ 整備計画区域［　　 ]／下水道を

整備する区域
■ 整備済み区域［　　 ]／下水道が

整備され、使用できる区域（寒河
江・南部・西根・三泉地区、柴橋
地区の一部）

　下水道が整備された区域では、下
水道への接続が法律で義務付けられ
ていますので、くみ取り式トイレや
浄化槽の新設はできません。

浄化槽処理促進区域
　柴橋（一部除く)・高松・醍醐・白岩地区などの公共
下水道事業計画区域外（　　以外）は、合併処理浄化槽
の区域です。市設置型と個人設置型を選択できます。

市設置型

　合併処理浄化槽の設置や維持管理は
市が行い、設置時の分担金と使用料を
納めていただきます。一部の対象者に
は左記の助成制度があります。

個人設置型 　合併処理浄化槽の設置や維持管理は
個人が行います。助成制度はありません。

助
成
制
度
の
ご
案
内

単
独
処
理
浄
化
槽
撤
去
費
補
助
金

■ 

対
象
／
単
独
処
理
浄
化
槽
を
撤
去
し
、
新

た
に
市
設
置
型
浄
化
槽
を
設
置
す
る
方

■ 

補
助
額
／
撤
去
費
用
の
２
分
の
１
以
内
で
、

上
限
５
万
円

浄
化
槽
整
備
促
進
事
業
費
補
助
金

■ 

対
象
／
く
み
取
り
式
ト
イ
レ
や
単
独
処
理

浄
化
槽
か
ら
、
市
設
置
型
浄
化
槽
に
切
り

替
え
る
方
。
た
だ
し
、
新
築
や
建
て
替
え

を
除
く
。

■ 

補
助
額
／
５
人
槽
は
８
万
円
、
６
人
槽
以

上
は
10
万
円

改
造
工
事
資
金
融
資
の
あ
っ
せ
ん
・
利
子
補

給
制
度

■ 

対
象
／
下
水
道
へ
の
切
り
替
え
、
ま
た
は

市
設
置
型
浄
化
槽
に
移
行
す
る
際
の
屋
外

配
管
工
事
等
。
た
だ
し
、
新
築
や
法
人
設

備
を
除
く
。

■
融
資
限
度
額
／
１
５
０
万
円

■
返
済
方
法
／
75
カ
月
以
内
の
元
金
均
等
償
還

■ 

取
扱
金
融
機
関
／
市
内
金
融
機
関
、
農
協
。

た
だ
し
、
ゆ
う
ち
ょ
銀
行
を
除
く
。

■
利
子
補
給
額
／
全
額
を
市
が
補
給

■ 

そ
の
他
／
融
資
が
受
け
ら
れ
な
い
場
合
が

あ
り
ま
す
の
で
、
ご
利
用
の
際
は
事
前
に

金
融
機
関
に
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

● 

問
合
せ
／
市
上
下
水
道
課
☎(

８
６)

８
５

１
１
へ
。

凡　　　　　例

公共下水道事業計画区域
※枠外は浄化槽処理促進区域

令和３年３月31日までに供用
開始となった区域

令和４年３月31日から供用開
始となる区域（○の部分)

浄化センター

クリーン
センター
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令
和
４
年
度
福
祉
サ
ー
ビ
ス

４
月
１
日
(金)
か
ら
受
け
付
け
開
始

①
福
祉
タ
ク
シ
ー
券

　
市
指
定
の
タ
ク
シ
ー
会
社
を
利
用
す
る
際

に
利
用
で
き
る
、
１
枚
６
０
０
円
の
福
祉
タ

ク
シ
ー
券
を
交
付
し
ま
す
。(

最
大
20
枚
交
付
）

■ 

対
象
／
身
体
障
害
者
手
帳
所
持
者
で
視
覚
、

下
肢
、
体
幹
、
移
動
、
内
部
障
害
１
～
４

級
、
ま
た
は
聴
覚
・
上
肢
障
害
１
・
２
級

の
方
。
療
育
手
帳
所
持
者
。
精
神
障
害
者

保
健
福
祉
手
帳
所
持
者

■
持
ち
物
／
該
当
す
る
手
帳

②
福
祉
給
油
券

　
市
指
定
の
ガ
ソ
リ
ン
ス
タ
ン
ド
で
給
油
す

る
際
に
利
用
で
き
る
、
１
枚
千
円
の
福
祉
給

油
券
を
交
付
し
ま
す
。(

最
大
12
枚
交
付
）

■ 

対
象
／
福
祉
タ
ク
シ
ー
券
の
対
象
要
件
に

該
当
す
る
、
自
動
車
税
・
軽
自
動
車
税
（
種

別
割
）
の
減
免
該
当
者

■ 

持
ち
物
／
該
当
す
る
手
帳
、
自
動
車
税
・

軽
自
動
車
税
（
種
別
割
）
減
免
決
定
通
知

書
（
車
に
変
更
が
な
け
れ
ば
令
和
３
年
度

分
で
可)

、
運
転
免
許
証

後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料
の

保
険
料
率
が
変
わ
り
ま
す

　
保
険
料
率
は
、
医
療
費
等
の
推
計
を
基
に
、

２
年
ご
と
に
見
直
し
を
行
い
ま
す
。
令
和
４
・

５
年
度
の
保
険
料
率
は
、
令
和
２
・
３
年
度

と
比
べ
て
次
の
よ
う
に
改
定
さ
れ
ま
す
。
詳

細
に
つ
い
て
は
、
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

● 

所
得
割
率
（
所
得
に
応
じ
負
担
す
る
分
を

算
定
す
る
際
の
率)

／
８
・
68
パ
ー
セ
ン
ト

→
８
・
80
パ
ー
セ
ン
ト

● 

賦
課
限
度
額
（
年
間
保
険
料
の
最
高
額)

／

64
万
円
→
66
万
円

● 

問
合
せ
／[

保
険
料
関
係
］
市
税
務
課
市
民

諸
税
係
☎(

８
５)

１
６
９
６
、[

納
付
関
係]

同
課
納
税
係
☎(

８
５)

１
７
４
１
、[

保
険

お
知

ら
せ

③
紙
お
む
つ
受
給
券

　
常
時
失
禁
状
態
の
高
齢
者
等
に
、
紙
お
む

つ
受
給
券
を
交
付
し
ま
す
。

■ 

対
象
／
同
一
世
帯
の
市
民
税
所
得
割
額
の

合
計
が
16
万
円
未
満
で
、
１
カ
月
以
上
継

続
し
て
紙
お
む
つ
を
使
用
し
て
い
る
寝
た

き
り
高
齢
者
、
認
知
症
高
齢
者
、
重
度
心

身
障
が
い
者
。
な
お
、
介
護
保
険
施
設
に

入
所
中
の
方
は
該
当
し
ま
せ
ん
。

④
訪
問
理
美
容
サ
ー
ビ
ス
券

　
理
美
容
所
等
に
行
く
こ
と
が
困
難
な
方
に
、

訪
問
費
用
の
み
無
料
と
な
る
訪
問
理
美
容
サ

ー
ビ
ス
券
を
交
付
し
ま
す
。(

最
大
４
枚
交
付
）

■ 

対
象
／
高
齢
や
重
度
障
が
い
の
た
め
、
理

美
容
所
等
に
行
く
こ
と
が
困
難
な
方

■
持
ち
物
／
お
持
ち
の
方
は
身
体
障
害
者
手
帳

⑤
移
送
サ
ー
ビ
ス
券

　
普
通
車
両
で
は
移
動
が
困
難
な
た
め
、
指

定
業
者
が
運
行
す
る
特
殊
車
両
（
リ
フ
ト
・

寝
台
付
き
）
を
利
用
し
た
際
の
基
本
料
金
を

助
成
す
る
、
移
送
サ
ー
ビ
ス
券
を
交
付
し
ま

す
。(

最
大
12
枚
交
付
）

■ 

対
象
／
同
一
世
帯
の
市
民
税
所
得
割
額
の

合
計
が
16
万
円
未
満
で
、
次
の
い
ず
れ
か

に
該
当
す
る
方
。
65
歳
以
上
で
老
衰
、
身

体
障
が
い
、
傷
病
等
の
理
由
が
あ
る
方
。

下
肢
、
体
幹
、
移
動
機
能
障
害
１
・
２
級

の
方

■
持
ち
物
／
お
持
ち
の
方
は
身
体
障
害
者
手
帳

⑥
は
り
・
灸
（
き
ゅ
う
）
・
マ
ッ
サ
ー
ジ
券

　
市
指
定
の
施
術
師
か
ら
受
け
る
際
に
利
用

で
き
る
、
１
枚
千
円
の
は
り
・
灸
・
マ
ッ
サ

ー
ジ
券
を
交
付
し
ま
す
。(

最
大
12
枚
交
付
）

■ 

対
象
／
70
歳
以
上
（
令
和
４
年
度
中
に
70

歳
に
な
る
方
を
含
む
）
で
、
同
一
世
帯
の

証
や
医
療
給
付
関
係
］
市
健
康
福
祉
課
国

保
医
療
係
☎(

８
５)

０
３
２
７
へ
。

さ
く
ら
ん
ぼ
会
館

　
菊
地
昭
二
写
真
展

● 

日
時
／
４
月
７
日
(木)
～
13
日
(水)
の
午
前
10

時
～
午
後
５
時
（
最
終
日
は
午
後
４
時
）

●
会
場
／
さ
く
ら
ん
ぼ
会
館

● 

問
合
せ
／
さ
く
ら
ん
ぼ
会
館
☎(

８
６)

１

８
１
８
へ
。

市
老
人
福
祉
セ
ン
タ
ー

健
康
体
操
コ
グ
ニ
サ
イ
ズ

　
認
知
症
予
防
の
た
め
の
頭
と
体
の
体
操
コ

グ
ニ
サ
イ
ズ
で
、
健
康
寿
命
を
延
ば
し
ま
し

ょ
う
。

●
日
時
／
４
月
13
日
(水)
午
前
10
時
～
正
午

●
会
場
／
市
老
人
福
祉
セ
ン
タ
ー

●
定
員
／
20
人

●
参
加
費
／
１
５
０
円

●
そ
の
他
／
マ
イ
ク
ロ
バ
ス
で
の
送
迎
あ
り

● 

申
込
／
市
老
人
福
祉
セ
ン
タ
ー
☎(

８
７)

１
３
２
８
へ
。

春
恋
マ
ル
シ
ェ
２
０
２
２

　
手
作
り
雑
貨
等
の
お
店
が
出
店
し
ま
す
。

● 

日
時
／
３
月
27
日
(日)
午
前
10
時
30
分
～
午

後
４
時

●
会
場
／
最
上
川
ふ
る
さ
と
総
合
公
園

●
問
合
せ
／
最
上
川
ふ
る
さ
と
総
合
公
園

　
☎(

８
３)

５
１
９
５
へ
。

市
民
税
所
得
割
額
の
合
計
が
16
万
円
未
満

の
方

● 

申
請
／
①
・
②
は
市
健
康
福
祉
課
生
活
福

祉
係
☎(

８
５)

０
３
９
５
、
③
～
⑥
は
市

高
齢
者
支
援
課
介
護
福
祉
係
☎(

８
５)

０

７
７
７
へ
。

身
体
等
に
障
が
い
が
あ
る
方
の

軽
自
動
車
税(

種
別
割)

減
免
申
請

　
身
体
・
精
神
等
に
障
が
い
が
あ
る
方
の
軽

自
動
車
税
（
種
別
割
）
は
、
障
が
い
の
程
度

に
よ
り
減
免
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

令
和
３
年
度
減
免
を
受
け
た
方
で
車
両
や
身

体
障
害
者
手
帳
の
等
級
に
変
更
等
が
な
け
れ

ば
、
申
請
は
不
要
で
す
。
ま
た
、
身
体
障
害

者
等
の
利
用
に
供
す
る
構
造
の
軽
自
動
車
（
車

い
す
移
動
車
等
）
に
つ
い
て
は
減
免
に
な
る

場
合
が
あ
り
ま
す
の
で
、
詳
細
は
お
問
い
合

わ
せ
く
だ
さ
い
。

● 

持
ち
物
／
①
身
体
障
害
者
手
帳
等
、
②
運

転
免
許
証
、
③
車
検
証
、
④
個
人
番
号
が

確
認
で
き
る
も
の
（
個
人
番
号
カ
ー
ド
、

通
知
カ
ー
ド)

、
⑤
５
月
10
日
(火)
以
降
申
請

の
場
合
は
軽
自
動
車
税
（
種
別
割
）
納
税

通
知
書
。
家
族
運
転
の
場
合
は
通
院
（
学
）

証
明
書
等
も
必
要
。

● 
申
請
／
４
月
４
日
(月)
～
５
月
24
日
(火)
に
市

税
務
課
市
民
諸
税
係
☎(

８
５)

１
６
９
６
へ
。

固
定
資
産
税
の
縦
覧
・
閲
覧

①
土
地
・
家
屋
価
格
等
の
縦
覧

　
固
定
資
産
評
価
額
を
、
周
辺
の
評
価
額
と

県
営
住
宅
入
居
者
募
集

● 

募
集
住
宅
／
南
寒
河
江
ア
パ
ー
ト
（
中
耐

４
階
建
、
３
Ｄ
Ｋ
）
３
戸

● 

入
居
資
格
／
原
則
同
居
（
予
定
）
す
る
親

族
が
い
る
こ
と
。
他
に
も
所
得
制
限
等
の

条
件
が
あ
り
ま
す
の
で
、
詳
細
は
申
し
込

み
先
に
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

● 

申
込
／
４
月
１
日
(金)
～
７
日
(木)
に
県
す
ま

い
情
報
セ
ン
タ
ー
☎
０
２
３(

６
４
７)

０

７
８
１
へ
。

大
学
卒
業
程
度

労
働
基
準
監
督
官
採
用
試
験

● 

受
験
資
格
／
平
成
４
年
４
月
２
日
～
平
成

13
年
４
月
１
日
生
ま
れ
の
方
等
。
詳
細
に

つ
い
て
は
、
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

● 

採
用
予
定
数
／
労
働
基
準
監
督
官
Ａ
（
法

文
系
）
１
８
５
人
程
度
、
労
働
基
準
監
督

　
官
Ｂ
（
理
工
系
）
40
人
程
度

●
申
込
期
間
／
４
月
４
日
(月)
ま
で

● 

申
込
方
法
／
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
トhttps://

www.jinji-shiken.go.jp/juken.html

●
第
１
次
試
験
日
／
６
月
５
日
(日)

● 

問
合
せ
／
山
形
労
働
局
総
務
部
総
務
課
人

事
係
☎
０
２
３(

６
２
４)

８
２
２
１
へ
。

大
学
卒
業
程
度

国
税
専
門
官
採
用
試
験

● 

受
験
資
格
／
平
成
４
年
４
月
２
日
～
平
成

13
年
４
月
１
日
生
ま
れ
の
方
等
。
詳
細
に

つ
い
て
は
、
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

比
較
し
て
適
正
か
ど
う
か
確
認
で
き
ま
す
。

■ 

期
間
／
４
月
１
日
(金)
～
５
月
31
日
(火)
（
閉

庁
日
を
除
く
）
の
午
前
８
時
30
分
～
午
後

５
時
15
分

■ 

縦
覧
で
き
る
方
／
市
内
に
土
地
や
家
屋
を

所
有
す
る
納
税
者
（
同
一
世
帯
の
家
族)

、

　
納
税
管
理
人
、
代
理
納
税
者

■ 

持
ち
物
／
運
転
免
許
証
等
の
本
人
確
認
書

類
。
代
理
人
や
別
世
帯
の
家
族
は
、
他
に

同
意
書
ま
た
は
委
任
状
（
法
人
の
場
合
は

法
人
印
が
あ
る
も
の)

■ 

手
数
料
／
無
料
（
コ
ピ
ー
等
不
可
、
書
き

写
し
可
）

②
固
定
資
産
課
税
台
帳
の
閲
覧

　
納
税
義
務
者
本
人
が
所
有
す
る
、
固
定
資

産
の
課
税
台
帳
を
閲
覧
で
き
ま
す
。

■ 

期
間
／
通
年
（
閉
庁
日
を
除
く
）
の
午
前

８
時
30
分
～
午
後
５
時
15
分
。
令
和
４
年

度
分
は
４
月
１
日
(金)
か
ら
閲
覧
可
。

■ 

閲
覧
で
き
る
方
／
市
内
に
土
地
や
家
屋
、

償
却
資
産
を
所
有
す
る
納
税
義
務
者
（
同

一
世
帯
の
家
族)

、
納
税
管
理
人
、
代
理
納

税
者
、
借
地
・
借
家
人
等

■ 

持
ち
物
／
縦
覧
と
同
様
。
借
地
・
借
家
人

等
は
、
賃
貸
借
契
約
書
の
提
示
で
該
当
す

る
資
産
の
み
閲
覧
可
。

■ 

手
数
料
／
縦
覧
期
間
中
は
無
料
（
課
税
台

帳
の
コ
ピ
ー
を
交
付
、
借
地
・
借
家
人
等

を
除
く)

。
縦
覧
期
間
外
は
有
料
。

● 

そ
の
他
／
委
任
状
は
、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

に
掲
載
し
て
い
ま
す
。
令
和
４
年
１
月
２

日
以
降
に
売
買
等
で
所
有
者
と
な
っ
た
方

は
、
②
の
み
可
。

●
問
合
せ
／
市
税
務
課
固
定
資
産
税
係

　
☎(

８
５)

１
７
０
８
へ
。

●
申
込
期
間
／
４
月
４
日
㈪
ま
で

● 

申
込
方
法
／
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
トhttps://

www.jinji.go.jp/saiyo/saiyo.html

●
第
１
次
試
験
日
／
６
月
５
日
(日)

● 

問
合
せ
／
仙
台
国
税
局
人
事
第
二
課
☎
０

２
２(

２
６
３)

１
１
１
１
内
線
3236
へ
。

大
学
卒
業
程
度
・
院
卒
者

国
家
公
務
員
採
用
試
験

　
大
学
卒
業
程
度
・
院
卒
者
を
対
象
と
す
る

総
合
職
と
、
大
学
卒
業
程
度
を
対
象
と
す
る

一
般
職
の
試
験
を
行
い
ま
す
。
受
験
資
格
や

試
験
区
分
な
ど
、
詳
細
は
人
事
院
ホ
ー
ム
ペ

ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

●
申
込
期
間
／
４
月
４
日
(月)
ま
で

● 

申
込
方
法
／
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
トhttps://

www.jinji.go.jp/saiyo/saiyo.html

● 

第
１
次
試
験
日
／
総
合
職
試
験
４
月
24
日

(日)
、
一
般
職
試
験
６
月
12
日
(日)

●
問
合
せ
／
人
事
院
東
北
事
務
局
第
二
課

　
☎
０
２
２(

２
２
１)

２
０
２
２
へ
。

４月の相談日（市長・法律・登記相談は要予約）
市長相談／27日㈬９:00～11:00、市市民生活課☎85-1876
法律相談／14日㈭13:15～16:35、市市民生活課☎85-1876
消費生活相談／平日９:00～16:00、市市民生活課☎85-1876
教育相談ダイヤル／平日８:30～17:00、市学校教育課☎86-1700
人権相談／平日８:30～17:15、法務局寒河江支局☎86-3258　　　　
ふれあい相談所
ハートフルセンター２階
市社会福祉協議会☎86-7867
　法律相談／１日㈮13:30～16:30
　一般相談・登記相談・行政相談／21日㈭13:30～15:30

新型コロナウイルスの影響により、
掲載の催しなどが中止・変更になる
場合があります。

２月末の市人口、２月届出の出生数
地区名 人　口 世帯数
寒河江 18,852 6,943 
南　部 4,795 1,720 
西　根 4,668 1,589 
柴　橋 4,628 1,555 
高　松 2,539 833 
醍　醐 1,086 358 
白　岩 2,447 933 
三　泉 1,381 521 
総　計 40,396 14,452
前月比 －32 －11
出生数 男：7人、女：12人

67 2022.3.20　市報さがえ2022.3.20　市報さがえ



保健だより問い合わせ・申し込みは、市子育て推進課すくすく健康係☎86-2111内線627へ。 保健だより問い合わせ・申し込み・相談は、市子育て推進課すくすく健康係☎86-2111内線627へ。

①市ドック（特定健康診査、肺・胃・大腸・子宮頸・乳がん検診、骨粗鬆症検診）
月　日 対　象　地　区　等

４／20㈬ 高屋３・４、西浦１・２、泉町

４／21㈭ 高屋１～２の２、寿町

４／22㈮ 島１・２、南新町

４／25㈪ 島５、曙町

４／26㈫ 皿沼１～３

４／27㈬ 元町１～６

４／28㈭ 元町７～10、花楯町、高田新町

５／２㈪ 陵南町１・２、舟橋東

５／10㈫ 陵南町３、舟橋２、舟橋西

５／12㈭ 舟橋中、舟橋南、美原町１

５／13㈮ 美原町２、若葉町１・２

５／18㈬ 若葉町３、本楯１・２

５／20㈮ 本楯３～５

５／25㈬ 東内楯、中内楯、南内楯

５／27㈮ 中央１～３

５／30㈪ 新山、高田団地、末広町１・２、
中央４・５、中央工業団地

６／20㈪ 越井坂３、末広町３・４

６／22㈬ 栄町１・２

６／24㈮ 30代初回受診者

６／25㈯ さくら町、みずき

６／27㈪ ほなみ、新宿、桜小路、越井坂１・２

６／29㈬ 27、丸内、矢の目、34、35、七日町、
日の出町

６／30㈭ 東新山

７／２㈯ 西の町、駅前１・２、25の甲、幸町、
十日市場、道場小路、南町

７／６㈬ 横町、新町１、新町、20、21

７／12㈫ 西寒河江、４、５、丑町１・２

７／19㈫ ６、８、上町、八幡町、長岡町

７／29㈮ 洲崎、山岸南、山岸

７／30㈯ 六供町１～３、石持、石持２

８／４㈭ 緑町４、仲田

８／20㈯ ３、緑町１～３

８／22㈪ 陣ケ峯、新町１～３

８／26㈮ 中町、上町、麓下、麓中、麓上

９／３㈯ 地福田、楯、留場下、留場中、留場上

９／６㈫ 上野下、上野上、宮内、笈合

月　日 対　象　地　区　等

９／16㈮ 幸生中、幸生上、前田代下、前田代上、
宮沢、行沢、葉の木

９／27㈫ 東町、君田町、住吉町、ひがし団地

９／30㈮ 仲、北

10／１㈯ 十二小路、宝西

10／７㈮ 石川、宝東、馬寄

10／14㈮ 下河原上、下河原下

10／22㈯ 高貝、城之内

10／25㈫ 高田、田中

10／28㈮ 鬼越、南坂、桜橋、田沢、橋本、下道

11／５㈯ 新御堂、上宿、東上宿

11／７㈪ 中宿、下宿、箕輪

11／９㈬ 下河原

11／15㈫ 上河原、道生、入倉

11／22㈫ 中河原、雲河原

11／25㈮ 米沢、高松

11／28㈪ 下八鍬、上八鍬、臥竜橋

11／30㈬ 鹿島、下谷沢、中新田

12／３㈯ 中谷沢、上谷沢

12／13㈫ 新田

12／19㈪ 柴橋１・２

12／22㈭ 柴橋３～５

12／23㈮ 中郷１～６

12／26㈪ 中郷７・８、平塩１～４

12／27㈫ 内の袋、平塩５～８

12／28㈬ 木の沢、松川東、松川西、金谷１・２

１／７㈯ 金谷３～５

１／11㈬ 落衣１、落衣南町

●受付時間／午前７時～８時
●会場／総合健診センター
●対象／30歳以上（生年月日が平成５年３月31日以前）
● 市国民健康保険加入者以外の方／社会保険被扶養者や国

保組合加入者の方は、受診時に「特定健診受診券」が必
要となりますので、職場等にご確認ください。受診券が
ない場合は、全額自己負担となります。

● その他／１月に申し込みをされていない方は、新規での
申し込みができます。日程を指定しての受診を希望され
る方は、日程変更が可能ですので、ご連絡ください。

②レディース検診（子宮頸がん・乳がん・骨粗鬆症検診 ）
月　日 対　象　地　区

４／21㈭ 高屋１～４、西浦１・２、島１・２

４／27㈬ 泉町、南新町、島５、曙町、寿町、
皿沼１～３

４／28㈭ 陵南町１～３、舟橋２、舟橋東

５／６㈮ 舟橋西、舟橋中、舟橋南、元町１・２

５／13㈮ 元町３～10、美原町１・２

５／18㈬ 若葉町１～３、本楯１～５、花楯町、
高田新町

５／27㈮ 洲崎、六供町１～３、３、緑町１～４

６／１㈬
仲田、西寒河江、４、５、６、８、上町、
八幡町、長岡町、山岸南、山岸、石持、
石持２、丑町１・２

６／６㈪
横町、新町１、新町、20、21、西の町、
駅前１・２、25の甲、幸町、十日市場、27、
道場小路、南町、丸内、矢の目、34、35

６／24㈮ 七日町、ほなみ、東内楯、中内楯、南内楯、
新宿、桜小路、越井坂１・２

６／30㈭ 東新山、越井坂３、新山、高田団地、
末広町１～４

７／７㈭ 栄町１・２、さくら町、日の出町、みずき、
中央１～５、中央工業団地

７／14㈭ 陣ケ峯、新町１～３、中町、上町、麓下、
麓中、麓上、地福田

７／25㈪ 楯、留場下、留場中、留場上、上野下、
上野上、宮内、幸生地区、田代地区

７／28㈭ 東町、君田町、住吉町、十二小路、仲、北、
石川、ひがし団地

８／１㈪ 下河原上、下河原下、宝西、宝東、高貝、
城之内、高田、馬寄、田中

８／10㈬ 醍醐地区

８／17㈬ 三泉地区

９／１㈭ 高松地区

９／22㈭ 柴橋１～５、木の沢、松川東、松川西

10／17㈪ 落衣１、落衣南町、内の袋、金谷１～５

10／21㈮ 中郷１～８、平塩１～８

③子宮頸がん個別検診
月　日 対　象　地　区
７月～ 全地区

●会場／市内の指定医療機関
●対象／20歳以上の女性（生年月日が平成15年３月31日以前）

●受付時間／午後１時～１時30分
●会場／総合健診センター
● 対象／子宮頸がん…20歳以上の偶数年齢の女性（生年月

日が平成15年３月31日以前)、乳がん…30歳以上の偶数年
齢の女性（生年月日が平成５年３月31日以前)、骨粗鬆症
…30歳～70歳の５歳刻み年齢の女性（生年月日が昭和27
年４月１日～平成５年３月31日）

※料金は予定であり、変更する場合があります。
※ 30歳～70歳の５歳刻み年齢の女性で、骨粗鬆症検診のみ

を受診希望の方は、市ドックまたはレディース検診で受
けることができますので申し込みください。

総合健診センター各種検診料金表
（令和４年度自己負担額）

検　診　等 対　象 料　金

特定健診
(基本健診) 

30歳代の方 3,000円

40歳～74歳の方
(国民健康保険加入者） 2,000円

75歳以上の方 　　無料

上記以外の方

胃がん検診 30歳以上の方 1,800円

大腸がん検診 30歳以上の方 　500円

肺がん検診
(胸部レントゲン)

30歳～64歳の方 　500円

65歳以上の方 　　無料

肺がん検診
(喀痰検査) 30歳以上の方 　900円

乳がん検診 

30歳代の女性 3,000円

40歳代の女性 1,700円

50歳以上の女性 　900円

子宮頸がん検診 20歳以上の女性 1,800円

肝炎ウイルス検査 40歳以上の未受診者

骨粗鬆症検診 30歳～70歳の５歳
刻み年齢の女性 1,200円

胃がんリスク検査 特定健診・胃がん
検診受診の希望者 　700円

社会保険で
定める額

1,000円、　
40歳～75歳の
５歳刻み年齢
の方は無料　

妊娠届け出・母子健康手帳交付
（妊婦健康相談）

　妊娠の届け出は母子保健法で定められており、届け
出をされた際に母子健康手帳等を交付します。
●日時／開庁日の午前９時～11時30分
●会場／ハートフルセンター
● 持ち物／医療機関交付の妊娠届出書、個人番号（通

知カード等）および本人確認（運転免許証等）がで
きるもの

●問合せ／市子育て推進課すくすく健康係
　☎85-0916へ。
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問い合わせ・日程変更・申し込みは、総合健診センター☎84-0851へ。



保健だより問い合わせは、市健康福祉課市民健康係☎86-2111へ。
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■次号の市報４月５日号は、４月５日㈫に発行します。

⑤３歳６カ月児健診

月　日 対象生年月
４／６㈬ H30年９月
５／11㈬ H30年10月
６／８㈬ H30年11月
７／６㈬ H30年12月
８／３㈬ H31年１月
９／７㈬ H31年２月
10／５㈬ H31年３月
11／２㈬ H31年４月
12／１㈭ R１年５月
１／11㈬ R１年６月
２／２㈭ R１年７月
３／１㈬ R１年８月

④２歳６カ月児
ピカピカ歯科検診
月　日 対象生年月

４／22㈮ R１年９月
５／27㈮ R１年10月
６／17㈮ R１年11月
７／15㈮ R１年12月
８／19㈮ R２年１月
９／16㈮ R２年２月
10／14㈮ R２年３月
11／25㈮ R２年４月
12／16㈮ R２年５月
１／27㈮ R２年６月
２／17㈮ R２年７月
３／10㈮ R２年８月

③１歳６カ月児健診

月　日 対象生年月
４／13㈬ R２年９月
５／18㈬ R２年10月
６／15㈬ R２年11月
７／13㈬ R２年12月
８／10㈬ R３年１月
９／14㈬ R３年２月
10／12㈬ R３年３月
11／９㈬ R３年４月
12／７㈬ R３年５月
１／18㈬ R３年６月
２／８㈬ R３年７月
３／８㈬ R３年８月

②９～10カ月児健診

月　日 対象生年月
４／20㈬ R３年６月
５／17㈫ R３年７月
６／22㈬ R３年８月
７／20㈬ R３年９月
８／17㈬ R３年10月
９／21㈬ R３年11月
10／19㈬ R３年12月
11／16㈬ R４年１月
12／14㈬ R４年２月
１／19㈭ R４年３月
２／15㈬ R４年４月
３／15㈬ R４年５月

①３～４カ月児健診

月　日 対象生年月
４／27㈬ R３年12月
５／25㈬ R４年１月
６／29㈬ R４年２月
７／21㈭ R４年３月
８／25㈭ R４年４月
９／29㈭ R４年５月
10／26㈬ R４年６月
11／17㈭ R４年７月
12／21㈬ R４年８月
１／25㈬ R４年９月
２／22㈬ R４年10月
３／16㈭ R４年11月

乳幼児健診
　①・②の健診票は、予防接種手帳発送時に同封します。
③～⑤の健診票は、事前に郵送します。下記日程で都合
が付かない場合は、お問い合わせください。

●受付時間／午後１時～１時30分
●会場／ハートフルセンター　
●持ち物／健診票、母子健康手帳、バスタオル

▶精神科医による、こころの健康相談（要申込）
●日時／４月12日㈫午後２時～４時（１人50分程度）
●会場／ハートフルセンター

▶保健師・栄養士による、心や体の健康相談（要申込）
● ハートフルセンターへの来所相談／毎週木曜日（閉庁日

を除く）の午前９時～11時30分
●電話相談／開庁日の午前８時30分～午後５時

▶休日当番医（診療時間は午前９時～午後５時）
　体の不調を感じたときは、なるべく診療時間中にかかり
つけのお医者さんへ連絡しましょう。休日や留守などでや
むを得ないときは、休日当番医で受診してください。受診
する際は、健康保険証を忘れずに持参してください。

飼い犬登録・狂犬病予防注射
　生後91日以上の犬には、飼い犬登録（生涯１回）
と狂犬病の予防注射（毎年度）が義務付けられてい
ます。下表日程で狂犬病予防注射の集団接種を行い
ます。都合が付かない、またはその後に生後91日に
達した場合は、速やかに獣医師等で個別に接種して
ください。
●持ち物／案内はがき、ふん処理用のビニール袋
●料金／注射のみ3,300円、登録と注射6,300円

月　日 会　場 時　間

４／７㈭　
日和田公民館 ９:30～９:40
ＪＲ羽前高松駅前 ９:55～10:35
白岩出張所跡地 10:55～11:20

４／14㈭　　
三泉ふるさと公園 ９:30～10:00
日田公民館 10:20～10:40
栄町公民館 11:00～11:20

４／17㈰ ハートフルセンター
西側車庫前 13:00～14:30

４／21㈭　
南部地区公民館 ９:20～９:50
ＪＲ寒河江駅前みこし公園 10:10～10:40
この木交流センター 11:00～11:30

● その他／市外からの転入や生後91日以上で飼い犬
登録を行っていない場合は、速やかに手続きをし
てください。予防注射を県外やペットショップ等
で受けた場合は、接種済票と交換（手数料550円)
しますので、交付された接種済証を持参の上、市
健康福祉課で手続きをしてください。

月　日 医　療　機　関 電話番号

３／20㈰ 渡辺外科胃腸科医院 ☎86-6408

３／21㈪ あんどうクリニック ☎84-6101

３／27㈰ 鬼海小児科 ☎84-7705

４／３㈰ あきば医院 ☎86-4395

４／10㈰ あびこ耳鼻咽喉科クリニック ☎86-3026

４／17㈰ 大原医院 ☎86-8600

４／24㈰ 折居内科医院 ☎86-0330

４／29㈮ 国井医院 ☎86-4811
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問い合わせ・申し込み・相談は、上段は市子育て推進課すくすく健康係☎85-0916、下段は市健康
福祉課市民健康係☎85-0973へ。


